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総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 

（第１６回会合） 

 

日時 平成28年３月９日（水）13：30～15：33 

場所 経済産業省別館３階 312会議室 

 

１．開会 

○橘川分科会長 

 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会を

開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、ご多忙中の中、また足元の悪い中、ご

参集いただきましてどうもありがとうございます。 

 前回は、資源・燃料をめぐる客観情勢の変化について、それを踏まえて具体的な15ぐらいの論

点、どういう議論をしていくべきかという話をさせていただきました。きょうはその中で、15の

論点の中の左側に並んでいました１、７、11、14の論点だと思いますけれども、石油、天然ガス、

石炭、鉱物資源の上流政策、開発分野の課題について、多くのプレゼンテーターの方もお招きい

たしまして、議論を深めていきたいと思います。 

それでは議事に入ります前に、事務局から委員の出欠状況及び資料の確認についてお願いいた

します。 

○風木資源・燃料部政策課長 

 それでは出席状況、それから資料の確認をさせていただきます。恐縮でございますがプレスの

皆様、撮影は冒頭のみということでお願いいたします。傍聴はもちろん可能でございますので、

引き続きご着席いただければと存じます。 

 まず今回、新たに委員に就任された方をご紹介させていただきます。 

 前回までは、本分科会の委員として、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、ＪＯＧ

ＭＥＣの河野前理事長にご参加いただいておりましたが、２月末日をもってＪＯＧＭＥＣの理事

長職の交替がございました。これを受けまして、今般、同じく独立行政法人石油天然ガス・金属

鉱物資源機構理事長、黒木啓介様に新たに委員にご就任いただいております。 

○黒木委員 

黒木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○風木資源・燃料部政策課長 
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どうぞよろしくお願いいたします。なお、本日の出席状況でございますが、浅野委員の代理と

して岩井様、尾崎委員の代理として蟹沢様、河本委員の代理として亀井様、廣江委員の代理とし

て向山様、それから永塚委員の代理として林様にご出席いただいております。ありがとうござい

ます。 

 それから、柏木委員と和田委員は所用のためご欠席となります。また、本日ご出席の委員の方

の中で、大井委員、宮島委員、増田委員は、所用により途中で退席をさせていただくということ

でございます。 

なお、本日の議論に当たりまして、プレゼンターとして、委員の方のほかに、ＩＮＰＥＸ国際

石油開発帝石株式会社より取締役副社長、執行役員の由井様にお越しいただいております。どう

ぞよろしくお願いします。 

○由井オブザーバー 

由井です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○風木資源・燃料部政策課長 

それから本日、資源・燃料部長でございますが、海外出張のため欠席させていただいておりま

す。それから国会等の対応のため、一部空席になるところがございまして大変恐縮でございます。

このメンバーできょうは事務局のほうは対応させていただきます。 

 次に、お手元に配付させていただいております資料の確認をさせていただきます。 

議事次第が冒頭にございます。その次に資料１といたしまして名簿、今回新しいメンバー、入

れかえも含めて反映させております。資料２は資源開発投資の課題について、これは私どもの資

料でございます。資料３はＪＯＧＭＥＣの説明資料でございます。資料４は石油鉱業連盟の資料。

資料５は天然ガス鉱業会の説明資料。資料６はＩＮＰＥＸの説明資料。資料７は三菱商事の説明

資料。資料８は日本鉱業協会の説明資料でございます。資料９は資源・燃料分科会の今後のスケ

ジュール。それから最後に参考資料といたしまして、前回ご提示させていただきました資源別に

見た事業環境変化と新たな政策課題につきまして、つけさせていただいております。 

今時点で資料に不足等ございましたら手を挙げていただければと思います。事務局のほうで対

応させていただきます。 

 以上でございます。 

○橘川分科会長 

 風木政策課長、ありがとうございました。 

 それでは早速、議事に移りたいと思います。議事次第にありますように、本日の議事のテーマ

は、資源開発投資（石油、天然ガス、石炭、金属鉱物）の課題についてということであります。
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ということで、これから資料２から８までを順次ご説明いただきまして、それから質疑応答の時

間という形にさせていただきたいと思います。 

それではまず資料２につきまして、定光石油・天然ガス課長、覚道石炭課長、萩原鉱物資源課

長からご説明をお願いしたいと思います。 

定光さん、よろしくお願いいたします。 

○定光石油・天然ガス課長 

 よろしくお願いいたします。私のほうから、まず資料２の前半３分の１、石油・天然ガスの関

係について、前回の資料のおさらいのところが大半ですので、はしょりながら、論点だけご紹介

させていただければと思っております。 

めくっていただきまして２ページ、政策目的、これは改めて申すまでもありませんが、石油・

天然ガスについては供給源の多角化が重要になっている。 

それから３ページ、加えまして、自主開発比率ですね。この棒グラフが示していますとおり、

長い目で見てまいりますと少しずつ上がってきております。現在、足元では24.7％まで向上して

いますが、これを2030年に、いわゆる日の丸原油、それからガスの割合を40％に引き上げるとい

うことを目標としているということです。 

４ページ以降は、現状認識で、油価が下がっている。 

５ページ、６ページが、国内の上流企業、そして海外のスーパーメジャーも、財務状況、それ

から投資額がかなり減ってきている。 

７ページ、それが格付けの面にもあらわれているという状況です。 

８ページ、９ページ、足元の状況は以上のとおりですけれども、中長期的に取り組むべき課題

といたしまして、石油に関しましては中東産油国との関係強化を進めていくと。それとともに調

達先の多角化、それからさらなる権益獲得に進めた取り組みをやっていく。アブダビ、イラン、

ロシア等々ということでございます。 

９ページをごらんいただきますと、天然ガスのほうですけれども、天然ガスに関しましては、

比較的、石油に比べると調達先の多角化というのは進んできているのかなと。それもさらに進め

るとともに、むしろ調達における競争やその活性化を図っていくということが課題だと認識して

おります。 

10ページは、これは簡単な参考資料でございます。 

むしろこの上流の政府、それから関係機関、産業のあり方をどうしていくかということをご議

論いただきたいんですけれども、11ページに整理させていただいていますのは、現在の我が国の

上流開発体制です。 
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石油公団廃止後、10年ぐらいたちました。公団から新しく考え方を変えまして、新しい上流開

発は、右にありますとおりリスクマネー供給／技術開発支援、これはＪＯＧＭＥＣさんが主なプ

レーヤーです。②が政府による積極的な資源外交。そして③、後でご説明があると思いますけれ

ども、ＩＮＰＥＸさんという中核的企業をどう育てていくかという三位一体で新しい上流開発を

進めていこうということで歩んできたわけでございます。 

12ページ、そのための政策ツールですけれども、探鉱、開発、それぞれのステージに応じて、

ＪＯＧＭＥＣ、ＮＥＸＩ、ＪＢＩＣの金融支援。それからさらにそのアーリーなステージ、事前

段階では、海外地質構造調査といった実際に地質の構造を調べる支援。それから一番下にありま

すとおり、技術開発の支援というようなことをＪＯＧＭＥＣ等が提供しているという状況です。 

13ページはその詳細であります。 

14ページ、今度はプレーヤーをどう考えていくかということも大きな論点かと思います。 

現在、我が国の上流業界、ＪＸさん、出光さん、コスモさん、それぞれ上流の開発会社、ない

しは部門をお持ちでいらっしゃいます。ＩＮＰＥＸに関しては、石油公団の整理、再編の過程で

資産を集めまして、中核的企業ということで構成して、着実にその生産量等を伸ばしてきている

という状況がございます。 

これ以外に上流開発の大事な担い手としては、後でお話が出てきますと思いますけれども、各

商社さん、あるいは電力会社、ガス会社さんが、近年は上流権益の参画にもかなり積極的に取り

組まれているという状況だと認識しております。 

ということを踏まえまして15ページ、課題、論点ということを改めて書かせていただいており

ます。先ほど申し上げましたような三本柱による上流開発体制、これが、10年ぐらいＪＯＧＭＥ

Ｃができて経過しましたけれども、果たして十分機能してきたのか。短期的な資源価格の変動に

左右されない強靭な体制を構築するには、どのような方向で見直していくべきなんでしょうかと

いうのを、ぜひ皆さんにも改めてご議論いただければと思っております。 

それから政策的支援、なかなかチャンスが少なくなっていく中で、技術、資金のスタンダード

がますます高まっていくという中で、どうやって日本の企業の競争力を高めていくか。どういう

ところに政策資源をフォーカスしていくべきなのか。 

それから、前回から問題提起させていただいていますが、目下の低油価の局面で、必要な探

鉱・開発の停滞を避けるためにどうすべきか。それから他方でチャンスな面もありまして、新た

に放出されてくる可能性のある権益などにいかに機動的に対応するべきかということもご議論い

ただきたいテーマとして挙げられるかと思います。 

私からの説明は以上です。 
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○覚道石炭課長 

続きまして、16ページ以降のところで、石炭の課題、現状認識についてご説明をさせていただ

きます。 

17ページのところで、政策目的はまさに石炭の安定的な、また安価な供給の確保ということで

ございます。石炭は、賦存地域が石油や天然ガスに比べまして広く賦存をしているということで、

供給安定性が高いということですとか、単位熱量当たりの価格が安くて経済性に優れるという現

状でございます。 

ただ現在の価格下落の局面にあって、日本は、ごらんのようにオーストラリアですとかインド

ネシアに主に石炭供給を依存しているわけですけれども、その一部で石炭生産の炭鉱の休止等が

あって、中長期的な供給能力の低下が懸念されるということです。 

18ページのところで、先に政策課題を提示させていただいておりますけれども、これは前回ご

説明をさせていただいたものと基本的に同様でございまして、引き続き安定的に石炭の供給を確

保していく上で、特に後ほど少しお示しをいたしますが、日本が今、主に輸入をしている特に品

位の高い石炭については、必ずしも引き続き安価で安定的な状況がずっと継続できるという状況

ではないかもしれないということで、そういうようなところに課題を見出しているということで

ございます。したがって、政策ツールとしてもさらに何か必要な対策がないかというところが政

策課題かと認識しております。 

19ページですけれども、価格でございまして、2011年ごろの価格に比べますと随分低下をして

きているという状況でございます。緑のほうが電力用の一般炭、紫のほうが鉄鋼用の原料炭とい

うことですけれども、推移は基本的に同様でございます。 

20ページのところで、石炭の企業、あるいは日本については商社の状況ということで、やはり

資源価格の低下等で財務状況はどちらかというと悪化をしているということですとか、生産量も

やや減少しているという状況です。 

21ページのところは日本の輸入の状況で、先ほど申しましたように石炭は価格が比較的安いと

いうことですとか、安定供給性が高いということですけれども、特に日本が広く輸入をしている

品位の高いものというところについては、グローバルには今後も消費が拡大をしていくという中

で、ここの部分については長期的には需給がタイト化をしていくという可能性もあるのではない

かということです。 

22ページのところで、先ほど言いましたように価格の低下等で、右下にあるように一部炭鉱の

売却ですとか休止といったような事例が出てきているということでございます。そうした中で、

主要な産炭国でもそれぞれ課題が見出されているということでございます。 
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23ページは参考でございまして、石炭についても基本的に開発から生産に至るまでは相当程度

の投資と期間を要するということでございます。 

24ページのところで、現在のＪＯＧＭＥＣ、その他の機関の政策支援ツールですけれども、石

油・天然ガス、あるいは金属鉱物との違いの一つは、炭鉱段階のみＪＯＧＭＥＣの出資が限定さ

れているというところでございまして、こうした現在のような価格下落局面で資産の売却等が比

較的進んでいるような中で、こうしたところをどう考えていくのかというところが一つの論点か

というふうに考えております。 

石炭については以上でございます。 

○萩原鉱物資源課長 

続きまして、鉱物資源についてご説明をさせていただきます。 

27ページをお開きいただければと思います。前回もご説明をいたしましたけれども、銅、亜鉛、

ニッケルの主要鉱物を並べておりますが、いずれもその大宗が海外に依存しているというところ

でございまして、引き続き安定供給を高めるためには、自給率、これはリサイクルも含めた概念

で金属では考えておりますが、それから供給源の多角化という取り組みを進めることということ

を考えておりまして、28ページはこちらも石炭同様、上流対策のところの課題を先に掲げており

ますけれども、前回もご説明をいたしましたが、高ボラティリティ時代ということで、2000年代

前半のころから、鉱物資源のほうは価格の変動の要因が随分変わってまいっております。 

そういう状況の中で、より優良なアセットをとりませんと価格の変動のリスクをとり切れない、

この価格リスクをどういうふうに、対応を官民でとっていったらいいかということですね。 

それから、２つ目の課題である既存の鉱山の操業コストの削減という問題を掲げております。

加えて、①のところの２つ目のポツに書いてありますけれども、オペレーターシップということ

の、今、足元での体力ということをより着実に向上させなければいけないというのが現状の課題

というふうに認識をしておりまして、下のポンチ絵では優良なアセットの獲得のイメージを示し

ているものでございます。 

めくっていただきまして、29ページは、前回もご説明をした鉱石品位の低下の状況であります

とか、鉱山開発コストの増加の状況についてご説明するものでございます。 

30ページは、前回は2014年以降の価格を見ていただきましたが、鉱物資源の場合は、実は銅で

ありますと2011年がピークでございまして、亜鉛、それからニッケルについては2007年がピーク

だったり、2008年がピークだったりいたします。ものによっては５分の１以下に、最高値のとき

からしますと落ちているものもございまして、こういう非常に大きなボラティリティ、それから

さまざまな資源国の政策の変更の中で、どうしていくかというイメージを持っていただければと
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いうふうに思います。 

31ページは、超長期で見た石油と同様の銅の推移でございまして、これも前回と同じ資料でご

ざいまして、32ページは資源メジャーの動向でございますけれども、純利益の状況が足元でわか

ってまいりましたので、ちょっとつけ加えております。 

鉱物資源についての資源メジャー、大手の５社でございますが、いずれもほとんど減損を受け

まして赤字ということでございまして、ＢＨＰなどは半期が半年ずれておりますので、足元１－

12では結果が出ていないわけですが、それを入れますとさらに赤字幅が大きくなるということで

ございまして、右側にございますとおり、設備投資も非常に縮減しているということでございま

す。 

次のページ、33ページには具体的な各社の状況をまとめました。各社、非常に苦しい状況です

ので、純損失、ＢＨＰですら57億ドルを半期だけで出しているという状況ですし、アングロに至

っては人員の３分の２を削減、それから操業案件の３分の２の削減などの非常に大きな、抜本的

な対策を提示しているということで、新しい投資のチャンスも生まれつつあるということでござ

います。 

34ページのところは日本の企業の状況でございまして、先ほど、石油のほうは業界の変遷がご

ざいまして、前回、業界の変遷の資料はちょっとすみません、入れていないんでございますけれ

ども、鉱物資源の状況を申し上げますと、実はリサイクルであるとか、それから下流の産業に出

ている企業さんがおられるということで、収益上はまばらがあります。 

つまり鉱山をお持ちの企業は、減損ということで大きくゼロ、またはマイナスということで赤

字になっていらっしゃいますけれども、鉱山を余り大きくアセットとして持っていらっしゃらな

いところはプラスということで、業界全体では±０ぐらいという状況でございます。ただ、資

産規模にしますと、右にあるとおり毎度、毎度でございますが、まだまだ劣っているということ

でございます。 

35ページはその開発の状況ですので、ほかの資源と同様でございますので、飛ばさせていただ

きまして、36ページ、37ページのところに今の支援スキームが書いてございます。 

36ページのところに書いてございますとおり、実はＪＯＧＭＥＣの金属分野における支援措置

というのは、ここのところ拡充をしてきたわけでございまして、また新たに債務保証とか、資産

買収出資などの措置を拡充してまいりました。それでいろいろオペレーターシップをとって、鉱

山開発を繰り広げるというのがこの10年の流れでございました。ただ、その最中に価格が大きく

下落してボラタイルな状況になったときに、今の支援策で十分かというところをぜひご議論いた

だければというふうに考えてございます。 
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最後のページは、詳細なメニューの紹介ですので割愛させていただきます。 

私からは以上でございます。 

○橘川分科会長 

どうもありがとうございます。 

それでは続きまして、早速で申しわけありませんが、黒木委員に、資料３に基づいてＪＯＧＭ

ＥＣの説明をお願いいたします。 

○黒木委員 

それでは資料３でございます。ＪＯＧＭＥＣの黒木でございます。改めてどうぞよろしくお願

いいたします。 

リスクマネー支援の現状と課題ということでございますが、１枚めくっていただいて、目次を

見ていただきたいと思うんですが、現状として、石油・天然ガス、金属鉱物、石炭ということで

ございます。 

それから課題といたしまして、きょうはこの４つの、支援財源の確保、制度・運用の見直し、

プロジェクト審査・管理機能の強化、戦略的な技術開発という４つのテーマでお話をさせていた

だきたいというふうに思います。 

早速でございますけれども、２ページ目のところ、これは現状でございますが、石油・天然ガ

スの金融支援の案件の位置図でございます。 

国の政策的な機関といたしまして、ＪＯＧＭＥＣがリスクマネーを供給しているわけでござい

ますけれども、石油・天然ガスに関しましてはここにありますように、出資の事業、ブルーで示

した、それから債務保証の事業ということでございます。 

これ見ていただきますと、最近の傾向でございますけれども、例えば北アメリカ、シェールと、

それからアフリカ等というようなところに、大分最近の新しい出資なり債務保証が出てきている

わけでございます。 

それの額の推移でございますが、その次のページを見ていただきますと、左側に出資額でござ

います。ＪＯＧＭＥＣが、ほぼ10年でございますから、の時期に比べまして、会社といたしまし

ては約５倍ぐらいでございます。現状で、26年の段階でございますけれども、出資累計で3,986

億円ということ。 

それから、そのエリアがどういうところにあるかということがその下にあります。昔の図はつ

けておりませんけれども、南北アメリカ、それからアフリカ等が、やはりポーションとしてはふ

えてきているというような形でございます。 

同様に債務保証額のほうを見ていただきますと、17年ぐらいから上がってきておりますけど、
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今の段階で8,234億円ということでございまして、こちらのほうは、どちらといいますと開発生

産という後ろのほうの工程でございますので、アジア、オセアニアというところがまだ多いとい

うような状況でございます。 

特に、先ほどもご説明ありましたけれども、探鉱事業におきましては、商業的に採掘可能かど

うかということがありますので、もしそこが発見できない場合には、数十億、それから数百億と

いうようなお金がかかります。そういう意味で、この資金を独力でということはなかなか難しい

という前提で、開発という意味で、探鉱という意味では出資を最大75％までを提供するというよ

うな形でございます。 

債務保証という意味では、これはもう開発に移行いたしまして、その後の工程でございます。

この段階では、まだまだ地質の中の話ですからわからないところもまだ多くございますので、数

百億、ないしは数兆というような規模になってきますので、そういう意味で、いわゆる通常の金

融機関からの借入ということではありますけれども、それをやりやすくするということで債務保

証をすると。それで最大、今、75％というような形での債務保証を行っております。 

それでは４ページ目のところでございますが、これは金属鉱物関係の金融支援案件でございま

す。左の凡例にありますけれども、探鉱の出資、探鉱の融資、債務保証、それから資産買収出資

と、少し石油と違いますので、やはり金額も違います。それから鉱種等も違います。それからコ

モディティーの差みたいなものもございますので、そういう意味では、先ほどもご説明ありまし

たように、少しずつこういうふうなリスクマネーの供給の仕方というのも発展してきて、使いや

すいようにということになってきて、金属は金属、石油は石油というような形の支援の仕方とい

う形になっております。 

個々でも見ていただきますとおわかりのように、今のところ黄色の探鉱融資、これが大分ござ

いますが、債務保証が、例えば南米あたりで見ますと、南米で幾つかの銅でありますとか、リチ

ウムでありますとか、それからニオブでありますとか、こういうふうなものがもう債務保証の段

階に来ているということでございます。金属の場合には、そういう意味で、探鉱に関しましては

資金の原則50％を上限とした出資と。それから所要資金の80％を上限とした融資というような形

にしております。 

それから債務保証につきましては、金属のほうが石油よりも１桁小さい額の投資がございます

ので、投資規模は大体数十億から1,000億超というようなレベルでございます。鉱種によっても

大分違いますので、例えばレアメタルでありますとか、ウランでありますとか、こういう鉱種に

よりましては90％を上限とした債務保証を実施していると。それから資産買収出資につきまして

は、これは50％上限ということでの出資をしております。 
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これの推移が次のページの、５ページ目のところを見ていただきたいというふうに思うんです

けれども、５ページ目のところにありますように、探鉱の融資、それから債務保証、それから累

計の出資額というような形でここに示してあります。 

それから石炭でございますが、石炭は、石油、金属とは少し違いまして、ＪＯＧＭＥＣといた

しましても、３年前からこういうふうな支援事業を我々の組織の中に取り組んでやってきており

ます。まだそういう意味では産炭国との関係強化というところがメーンで走っておりますので、

この中にございますように、いろんな文字で書いていますが、一番下の凡例、いろんな丸にいろ

いろとありますけれども、技術提供でございますとか、地質構造調査でありますとか、開発可能

性の調査でありますとか、共同支援事業でございますとか、そういうふうな産炭国とお互い共同

でやっていくというような探査事業、ないしは日本の保安技術等、こういうものを産炭国に移転

していくということが今ベースでございます。 

それでは、７ページ目のところから、課題につきまして少しお話を差し上げたいというふうに

思います。 

先ほども話がありましたが、低資源価格の環境におきましてでございますけれども、各企業に

おかれましては、やはり投資余力の減退とともに投資は縮減していくというような傾向が見受け

られますので、我が国企業が投資決定を行いやすい時期、こういう時期にこそきちんとこれを下

支えしていくという、それに必要な十分な支援財源を国が引き続いて確保するべきだというふう

に考えております。これによりまして、ＪＯＧＭＥＣといたしましても、エネルギー、それから

鉱物資源の安定的供給に一層貢献していくという必要を感じております。 

また、現在の状況におきましては、財務体質改善のために放出される可能性のある海外の優良

資産、これも先ほどいろんなお話がございましたけれども、これを買収して、我が国の企業の権

益を拡大するという好機であるとも認識しておりますので、十分な情報収集、それから分析をし

た上でこれを生かしていきたいというふうに考えている次第であります。 

それから、制度・運用の見直しということでございますが、８ページ目でございます。 

同じく低資源価格のもとにおきましてでございますが、政策的意義の高いプロジェクトに対し

て、これは従来以上にやはり国がリスクをとって支援をしていくということが必要かなというふ

うに思います。こういうふうな特定のプロジェクトといいますか、というものに対して、やはり

従来にない形の支援を強化していくというような形が望ましいというふうに考えている次第であ

ります。 

他方、そういうふうな支援を強化していくということになりますと、財務基盤ということを考

えていかなくちゃいけないわけでございまして、そういう意味でＪＯＧＭＥＣといたしましても、
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将来にわたって持続的なリスクマネーが供給できるというような支援体制をきちっと維持してい

くためには、健全な財務基盤の確保が必要であるというふうに思っております。 

その次、９ページでございますが、これはプロジェクトの審査・管理ということでございます。

これまでもいろんなプロジェクトをやってきまして、そういうふうな知見も大分積み上がってま

いりました。そういうことも含めまして、精緻な採択審査が行えるように、必要に応じてＪＯＧ

ＭＥＣの審査基準・審査体制を見直していきたいと。 

それから低資源価格におきましては、不測の経営状態といいますか、こういうものは出てこな

いほうがいいわけでございますけれども、そういうことに直面したプロジェクト、こういうこと

に対しましても必要に応じて新たな支援措置を検討できているように、こちらのほうはより重点

的に管理もしていかなくてはいけないというふうに考えている次第であります。 

最後でございますけれども、今まで技術開発をいろんな形でやってきておりました。やはり低

価格時代は、どちらかといいますとコスト削減、それから生産性向上ということが主でございま

すので、こちらのほうにもっとフォーカスを当てていくということ。 

それからこういうことに対して、今、技術開発のロードマップをつくっているわけでございま

すけれども、コストないしは生産性の向上、こういうものが達成できるような目標を設定して、

それに対してあるインパクトを与えられるような技術開発ロードマップ、こういうものをつくっ

て提供していきたいというふうに考えている次第であります。 

以上でございます。 

○橘川分科会長 

どうもありがとうございました。 

それでは引き続きまして、資料４に基づいて、日高委員に石油鉱業連盟の説明をお願いいたし

たいと思います。 

○日高委員 

石油鉱業連盟の日高でございます。石油開発業界の現状と課題及び支援要望についてと題した

資料に沿ってご説明させていただきます。 

まず冒頭の石油開発業界の現状、２枚ございますけれども、１つが原油価格低迷で、もう一つ

が業績悪化。冒頭の説明でございましたので、簡単に話させていただきますけど、ここ５年間で

見ますと、2014年中ごろまではバレル100ドル前後で推移。その後、下落し、現在は30ドル前後

と。その背景は中国経済の減速、ＯＰＥＣ減産見送り及び米国シェール生産が想定ほど下がらな

いこと等による供給過剰が原因ということでございます。 

今後の見通しは２つつけております。ＥＩＡの見通しとＩＥＡの見通しでございますが、2014
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年の中ごろから在庫が大分積み上がりまして、今も積み上がっておるんですけれども、それが油

価に大きな影響を及ぼしております。両機関とも見方は、需要は確かに伸びるんですけれども、

2017年にならないと市場はバランスしないという見方でございます。短期的な油価の上昇は見込

めないということでございます。 

２枚目の資料、現状としての業績悪化、これも先ほどグラフが出ておりましたが、何も日本の

石鉱連加盟各社だけではなくて、スーパーメジャーも同様でございまして、各社とも安定・安全

操業の維持を大前提とした上でのプロジェクトパートナーとの協議等を進め、操業の合理化、あ

るいは事業計画の見直しを促進しております。言うまでもなく、新規のプロジェクトに関しまし

ては、従来以上にその経済性、将来性の見極めが必要ということでございます。 

下につけてあるグラフに関しましては、石鉱連の加盟会社、18社あるんですけど、そのうちの

４社の純利益をグラフ化してございます。右側のほうがスーパーメジャーの５社、５社の純利益

の推移でございます。 

続きまして、本邦石油開発業界の課題。１つはエネルギー安定供給確保のための自主開発比率

向上。２つ目が石油開発事業に伴うリスクへの対応。３つ目が競争力強化、人材育成、技術力向

上でございます。 

１つ目の自主開発比率向上に関しましては、先ほどもお話が出ておりましたけれども、最近は

どんどん自主開発比率が上がってまいりまして、2014年度は24.7％、目標としましては2030年度

に40％でございます。 

リスクへの対応でございますが、石油開発事業といいますのは、まず権益を取得しまして、そ

こから探鉱・開発と、生産開始まで10年以上のリードタイムを要することもある長期事業でござ

いまして、そういった意味では地質リスク、操業リスク、油価・為替変動リスク、地政学リスク

等に目を配らなければいけないということでございます。 

競争力強化、人材育成、技術力向上でございますが、今、申し上げたようにリードタイムが非

常に長いということでございまして、人材育成、技術力向上等を通じた競争力強化が不可欠でご

ざいます。中長期的には新興国の経済発展を背景に需要は増大する、今ちょっと停滞しておりま

すけど、伸びるというふうに見ておりますので、それに加えまして資源ナショナリズムの勢いも

ございまして、新たな権益取得のためには国の支援に裏づけされた競争力強化が重要だというこ

とでございます。 

次のページ、本邦石油開発業界の支援要望。これは２ページございます。 

まず背景でございますが、既存油田の生産減退、これは生産すると減りますので、と、新規権

益取得の必要性。それから先ほど申し上げましたけれども、資源ナショナリズムのさらなる攻勢
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と資源獲得競争激化の可能性。それから低油価の長期化、業績悪化。それから探鉱・開発対象地

域が技術的難易度の高い地域にシフトし、リスク、費用が増大しております。 

こういった背景の中、支援の要望内容としましては、リスクマネーや開発資金の供給制度強化、

産油国に対する資源外交の強化。これは昨年実際にありましたけれども、ＩＮＰＥＸさんのアブ

ダビ陸上権益取得につながっております。それから産油国に対する投資促進、開発支援事業の推

進、それから資源開発促進税制の維持・存続及び拡充でございます。 

これをもう少し詳しく説明いたしますと、その次のページでございますが、まず政策要望・予

算要望の主要事項でございます。 

１つがリスクマネーと開発資金の供給機能。２つ目が政府系金融機関の開発資金融資等。３つ

目、政府・ＪＯＧＭＥＣの事業運営。４つ目がその他ということでございますが、こういった政

策要望を踏まえまして、予算要望にて石油・天然ガス開発関係の予算の確保、拡充による支援を

要請しております。 

２つ目が税制改正の要望主要事項でございますが、減耗控除制度及び海外投資等損失準備金制

度の維持・存続を中心に、二重課税排除の拡充等でございます。この政策要望につきましては、

昨年の７月、予算要望は昨年の10月、また税制改正につきましては昨年の７月と10月に提出をい

たしておりまして、12月の閣議決定をもって、今度は３月の国会承認待ちといった状況でござい

ます。 

それに加えまして油価が非常に長期に低迷しているということで、昨年の12月に追加要望事項

を出しました。これは１つとしては新規制度。期間を限定しまして、ＪＯＧＭＥＣ出資比率を最

大90％まで高める制度の創設。それから上限50％の天然ガス開発や、資産取得に係る出資比率を

75％まで引き上げるよう制度を見直すという追加要望を出しております。 

それに加えまして、既往政策要望中の重点事項として、ＪＯＧＭＥＣ探鉱出資のスケジュール

どおりの実行。それから開発段階におけるＪＯＧＭＥＣ資金供給の強化。３番目に債務保証基金

の積み増し及び対象の見直し並びに採択基準の弾力的運用でございます。 

次のページ、ここはきょうのプレゼンテーションで一番重要なんですけれども、昨今のこの油

価低迷の環境下におきます案件選定の規律や、競争力強化に向けた取り組みでございます。 

３つございまして、１つ、バランスのとれた資源アセットの積み増しでございます。主に探鉱

事業を中心に、石鉱連の各企業が取り組んでおりますけれども、100％リスクマネーである探鉱

投資、それから外部資金の取り込みが可能で、早期の資金回収が期待できる開発・生産中の良質

資産への投資の適正バランス、つまり探鉱と資産買収のバランスをとるということでございます。 

それから企業のＭ＆Ａにつきましては、今、市況が非常に下がっておりますので、優良資産獲
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得の一手段、これは先ほどもご説明あったと思います。その手段としまして、低コストの優良権

益や高い技術力を有する外国企業のＭ＆Ａも検討対象とすべき好機と認識しております。ただ、

Ｍ＆Ａは口で言うほど簡単ではなくて、実際に実行した後のポスト・マージャー・インテグレー

ション、これに問題があるかということでございます。 

続きまして、今のこの低油価を生かすべく、探鉱投資及び開発生産アセット積み増しの双方に

対する政府系機関、ＪＯＧＭＥＣ、ＪＢＩＣ、ＮＥＸＩ等と、民間金融機関が一丸となった金融

支援策の実施を期待するというものでございます。政府系だけではなく、民間金融機関も一丸と

なるということがポイントでございます。 

２つ目、戦略的な優良案件の追求でございます。非常に今、経営環境が厳しいわけでございま

すが、この中で生き残り、それから今後も持続的成長を目指すためには、強固な官民の協力体制

のもとで最大限の自助努力を継続することが重要でございます。技術面及び経済性の両面におい

て、現実を見据えまして、時流を見誤らない目利き力を高めるということでございます。 

それから、戦略的かつプロアクティブな姿勢で案件を厳選・追求し、ポートフォリオの良質

化・資本効率の向上に努める。つまり案件が外から来るのを待つのではなくて、みずから仕掛け

ていくという積極的姿勢のことを意味しております。 

最後、３番目、ポスト削減・生産性向上に資する技術革新と業態変革ニーズへの不断の取り組

みでございます。まずこれは日本国とその周辺、それから海外と分けています。 

最初の日本国とその周辺におきましては、オペレーターとしての資源探査活動、これは基礎試

錐も含めますけれども、それとか、開発・生産事業の一層の活性化とともに、メタンハイドレー

トの技術開発、それから商業化等の非在来型エネルギー資源の確保に向けた積極的取り組みを継

続して、それにさらに加えて二次回収、ＥＯＲの技術の向上や、ＩｏＴ駆使によるコスト削減・

生産性向上を目指すというものでございます。 

海外のほうにつきましては、新日的な地域、産油国との積極的な資源外交の継続を期待すると

ともに、メジャーや独立系有力石油・ガス企業、並びに探鉱・開発関連サービス、技術提供会社

との連携の深化を図り、オペレーター事業の展開の拡充、最新技術の導入、コスト削減・生産性

向上を目指すということでございます。 

あと２つ、参考資料がついておりまして、これは先ほどもちょっと資料が出ておりましたけれ

ども、我が国石油・天然ガス開発の海外石油・天然ガスプロジェクト開発の実態でございます。 

以上です。 

○橘川分科会長 

どうもありがとうございました。 
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それでは引き続きまして、資料５に基づいて、梶田委員に天然ガス鉱業会の説明をお願いした

いと思います。 

○梶田委員 

天然ガス鉱業会の副会長を務めております梶田と申します。本日は、石油・天然ガスの国内資

源開発の現状と課題につきまして、お話をさせていただきたいと思います。 

２ページに移りますが、現在、国内の石油・天然ガス鉱山は60鉱山が稼働しております。多く

は新潟県、秋田県等の日本海側のエリアと、千葉県外房エリアに偏重しております。 

油ガス田は、その性状から、地層の背斜構造などに原油、ガス体として圧縮されて貯留されて

いる構造性の油ガス田と、地下水であるかん水に溶け込んでいる水溶性天然ガス田に分けられま

す。かん水とは塩水のことですが、古代の海水の中に、地中に埋もれた有機物が微生物によって

分解されて生まれたメタンガスが溶け込んで貯留されているものでございます。 

なお、かん水にはヨウ素が含まれておりまして、世界のシェアの約３割、世界第２位の生産量

を誇っております。ヨウ素は、主にレントゲン造影剤などの医療用や、液晶パネル等の工業用に

利用されています。 

３ページ目に移ります。左のグラフは、平成元年以降、国内で生産された原油・天然ガスの年

間生産量の推移を示したものですが、右の表は昭和40年後半以降発見され、生産に移行した油ガ

ス田を示しております。平成元年ごろまでに発見された構造性の油ガス田の開発により、平成19

年ごろまでは、原油、天然ガスともに国内生産量は増加しておりましたが、その後、主要ガス田

の減退により減少傾向にあります。 

平成26年度の年間生産量は、原油で約63万kl、天然ガスで約27億㎥となっており、それぞれ日

本の原油輸入量の0.3％相当、ＬＮＧ輸入量の約２％相当となっております。平成に入ってから

も新たな油ガス田の発見を目指し、継続して国内の探鉱活動を行っておりますが、近年は大きな

成果が得られておりません。 

 ４ページ目に移ります。左のグラフでは、赤い折れ線グラフが先ほどと同じく天然ガスの全生

産量をあらわし、棒グラフはそれぞれ構造性の陸域、海域、そして水溶性天然ガスの生産量の推

移を示しています。 

右の表は国内の油ガス田の埋蔵量ですけれども、構造性は可採埋蔵量で示しておりまして、原

油は約747万kl、構造性の天然ガスは約357億㎥と評価されております。これは新たな発見や採掘

技術の進歩によって変動いたします。 

また、水溶性天然ガスの資源量は、日本全体で約8,200億㎥と評価されています。生産量はこ

こ数十年ほぼ横ばいとなっております。水溶性天然ガスの生産は、開始された昭和20年代、30年
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代には科学的知見が十分ではないということで、かん水を大量にくみ上げたことが原因となって

地盤沈下の原因の一つとなりました。その後、地盤沈下の抑制を図るために行政と業界とで協力

し、かん水の地下還元の実施や、生産量のコントロールをしております。 

 近年ではＪＯＧＭＥＣからの技術的な支援をいただきながら生産量増加を目指し、新しいアプ

ローチによる地盤沈下の対策技術の開発を進めています。さらに、陸域への地盤沈下の影響が少

ないと考えられる浅海域での開発についても検討を進めているところでございます。 

 ５ページ目に移ります。次に国産天然ガスの産業への貢献についてです。 

国産天然ガスの最大の特徴は供給安定性です。現在、ＬＮＧの輸入先は中東以外にもマレーシ

ア、オーストラリアなどに分散しており、原油ほど中東依存は高くありませんが、その中でも国

産天然ガスは地政学的なリスクに左右されることなく、最も安定して供給できるという強みを持

っております。また、国産天然ガスを原料及び燃料として扱う工場が生産地域周辺に集まり、経

済・産業の発展に大きく貢献しているというふうに考えております。 

 ６ページ目に移ります。国内での探鉱活動について説明させていただきます。 

資源産業は採掘に伴い埋蔵量が減少していくため、採掘と並行して探鉱活動を行うことにより、

埋蔵量を補填することが事業継続に必須でありまして、安定供給の観点からも極めて重要である

と考えております。そのため、右上のグラフに示すように、金額的には企業による投資はほぼ継

続的に行われてきました。また、そうした企業探鉱をサポートするため、左上や右下のグラフに

示すような形で、国による基礎調査の実施や、平成23年をもって廃止されましたが、企業探鉱費

用の一部補助をしていただいてきました。 

そうした活動の成果によって、平成19年ごろまでは順調に生産量、埋蔵量を拡大してきました

が、一部鉱山の減退傾向が顕在化する中で、新たな探鉱活動が石油・天然ガスの賦存リスクが相

対的に高いエリアに移行せざるを得ないことになっていることで、大きな発見につながってはい

ないということもありまして、生産量が減少している大きな要因となっております。 

また、より深部の構造や山岳地など、１坑当たりの掘削費用が増大するエリアでの探鉱に移行

する中で、一昨年半ばから原油価格が急激に下落し、企業の収益も大きく減少に転じ、残念なが

ら探鉱活動を縮小せざるを得ない状況にございます。このような状況に鑑み、今後も継続的な探

鉱活動への国の支援は極めて重要であると考えております。 

 ７ページ目です。技術力強化への取り組みをご紹介したいと思います。 

国内の石油・天然ガス操業現場においては、技術力の向上と人材育成に努めております。近年、

アメリカを中心としてその開発が進められているシェールオイルガス、タイトオイルの開発技術

の適用も国内で検討を進めております。 
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また、天然ガス地下貯蔵を利用した操業も現在行っております。これらの技術の習得は、国内

の油ガス田の生産性を高めるのみならず、海外権益獲得の際の強みになり、また国内操業現場の

実践が取得した海外事業の操業に直接生かされているという現実もございます。 

 ８ページ目に移ります。これは近年の取り組みの１例ですが、左の図は、石油資源開発が秋田

の女川層においてシェールオイルガスの回収技術を適用するために、ＪＯＧＭＥＣの支援もいた

だきながら行っている取り組みです。2012年のＪＯＧＭＥＣとの技術研究共同スタディに始まっ

て、2014年に商業生産を開始しております。また、右側の図はＩＮＰＥＸが国の基礎調査として、

ことし５月から、島根・山口沖で掘削作業を開始するということになっております。 

 ９ページ目ですけれども、最後に国産資源開発の意義、課題、要望についてまとめさせていた

だいております。 

国内資源開発の意義は、一つは安全保障上、地政学的なリスクも全くない最も安定的な供給源

であるということ。次に都市ガスの原料としてのみならず、産業・経済の振興にも大きく貢献し

ているということ。３つ目には海外開発を推進していくための技術力、現場力の向上及び人材育

成の場としても大いに役立っているということが挙げられると思います。 

 これらを踏まえた課題と国への要望についてですが、まずは先に説明のとおり、近年、新規油

ガス田の探鉱リスクが高まるとともに、外部環境が厳しくなる中、国による基礎調査事業を充実

しつつ、今後も継続していただきたいということ。２つ目はＪＯＧＭＥＣの技術支援をさらに充

実していただきたいということ。現在進めている水溶性天然ガス関係の技術開発についても引き

続き支援をお願いしたいと思います。 

 そのほか、農地規制の厳格化により、農地における石油・天然ガス開発が非常に困難になって

いるということの解決や、今後予定されている改正鉱業法５年後レビューにおける業界意見の反

映。ＬＮＧ気化ガスの地下貯蔵に関するさらなる法的整備について、ご配慮いただきたくお願い

いたします。 

 最後のページですが、天然ガス鉱業会の簡単な紹介ですが、３つ目のポツにありますように、

平成26年度より、石油・天然ガス鉱山の現場技術者育成のため、経済産業省の協力を得まして、

鉱場技術保安管理士という試験制度を立ち上げました。これも先ほど述べました技術力強化に資

するものと考えております。 

 以上で説明を終わります。ありがとうございました。 

○橘川分科会長 

どうもありがとうございました。 

それでは引き続きまして、資料６に基づいて、由井オブザーバーからＩＮＰＥＸについての説
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明をお願いいたします。 

○由井オブザーバー 

 国際石油開発帝石の由井でございます。よろしくお願い申し上げます。本日このような機会を

いただきまして、また平素より当社事業に対して多大なご支援を賜りまして厚く御礼申し上げま

す。当社からは、当社の今後の成長戦略とそれから事業概況について、ご紹介させていただきた

いと思います。 

 当社は、2008年に国際石油開発と帝国石油との統合により発足いたしまして、両者が有する国

内外での経験、それと強みを生かしながら、現在、世界25カ国で70兆のプロジェクトを推進して

おります。 

１ページ目をごらんください。スライド１でございますが、当社はバランスがとれたアセット

ポートフォリオ、これを国内外に有しまして、また国内ではＬＮＧ基地やパイプラインといった

ガスサプライチェーンを有しております。それから、豪州及びインドネシアにおける大型ＬＮＧ

プロジェクト、これを操業主体、オペレーターとして推進するなど、高い成長性のある優良なア

セットの開発を推進しております。 

これら既存アセットと、さらなる新規プロジェクトの取得によりまして、企業価値の源泉であ

ります埋蔵量・生産量を持続的に拡大させ、国際上流専業企業のトップクラスを目指すことが当

社の成長戦略であり、また当面の目標でございます。 

この成長戦略を支える基盤整備といたしましては、スライドの右のほうに書いてありますとお

り、適切な投資基準の整備、それからプロジェクトの効率的な管理。それから強固な財務基盤の

維持、それと国内外の人材の積極的な確保・活用など、これらを強く意識して取り組んでおると

ころでございます。 

 次のページでございます。スライド２でございます。当社の主な生産・開発プロジェクトでご

ざいます。また、当社のコアエリアをピンクでハイライトしております。 

2008年の発足以来、オーストラリアでは、取得した鉱区からの生産開始に加えまして、イクシ

スＬＮＧプロジェクトの開発が着々と進展しております。またアラブ首長国連邦では、重要アセ

ットでありますアッパーザクム油田の権益、これが2013年に延長されております。昨年４月には

世界最大級の油田群でございます陸上ＡＤＣＯ鉱区の権益を取得いたしました。さらに、インド

ネシアにおきますアバディＬＮＧプロジェクト、これも現在、海底開発計画を提出してインドネ

シア政府の承認を待っているところでございます。これらコアエリアにおきますプロジェクトに

加えまして、南北アメリカ、アフリカ地域などでも鉱区の権益を取得して、当社事業を進展させ

ております。 
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 次のスライドをごらんください。スライド３でございます。このスライドは当社の生産量及び

確認埋蔵量を示したグラフでございます。2008年当時、ネットで日量40万バレル程度の生産量、

これが昨年初めて50万バレルを超えました。さらに、イクシスＬＮＧプロジェクトが本格生産を

開始いたしますと、2020年ごろには日量70万バレル程度が実現する見込みでございます。これに

よりまして、インターナショナルオイルカンパニーの中の、インディペンデント・トップクラス

の１社と呼べるようになるものというふうに思います。 

 また、確認埋蔵量、これは昨季末で24億バレル超となっております。今季末はアブダビＡＤＣ

Ｏ陸上鉱区分、これの計上でさらに大幅に拡大する見込みでございますし、いわゆるリプレース

メント・レシオとしては100％をはるかに超える状況になります。 

 スライド４をごらんください。企業成長のためには、ポートフォリオの充実を支える人材の確

保・育成及び技術力の涵養が必要でございます。2008年度と比較して技術者数は約３倍となりま

して、うち外国籍は約４割を占めております。これはグローバルな人材採用活動の結果であると

思っております。 

技術力の強化につきましては、重点課題に集中した技術戦略と、獲得した技術を実証していく

現場の組み合わせにより進めております。オペレーター事業というのはそれに最適なものでござ

います。具体的には温暖化対策など環境問題に十分に配慮しつつ、より難易度の高い資源開発へ

の対応も念頭に置きまして、回収率の向上技術、それから非在来型技術、大水深技術などの技術

を強化するとともに、排出されるＣＯ２を地下に貯留するＣＣＳ技術についても積極的に取り組

んでいるところでございます。 

 次のスライドをお願いいたします。当社は、プロジェクトの確実かつ効率的な推進のために、

プロジェクト管理システム、あるいはＨＳＥなどオペレータープロジェクトの推進に必要な体制

につきまして、グローバルスタンダードに沿って整備を進めるとともに、新規プロジェクトにつ

いては、2012年に発足した新規プロジェクト開発本部が一元的に評価・管理を行っております。 

 次に、当社の成長ドライバーの主軸でありますオーストラリア、イクシスＬＮＧプロジェクト

をご紹介いたします。スライド６をごらんください。 

イクシスは、オーストラリア北西部沖合いのガス田から約900kmの海底パイプラインを通じて、

北部準州のダーウィン近郊の液化施設でＬＮＧ化、輸出を行う大型ＬＮＧプロジェクトでありま

して、ガス田は当社が2000年に自社の探鉱により発見いたしました。 

ＬＮＧの生産能力は年間約890万トン、現在の日本のＬＮＧ輸入量の約１割程度に相当いたし

ます。ＬＰＧと、軽質原油でありますコンデンセートの生産が見込まれておりますオーストラリ

アでは、最大規模のガスコンデンセート田でございます。昨年12月時点の作業進捗率は80％を超
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えておりまして、来年の第３四半期、７月から９月の間に生産を開始する予定でございます。 

 次のスライド７をごらんください。イクシスは、当社が日本企業としては初めてオペレーター

を担い、バイヤー及びパートナーである電力、ガス会社の皆様や、ＪＢＩＣ、民間金融機関から

の融資、ＪＯＧＭＥＣからの債務保証や、ＮＥＸＩによる保険付保など、多方面のご支援に支え

られまして、我が国に天然ガスを長期安定的に供給する大規模ＬＮＧプロジェクトでございます。

ガス田の発見から既に16年が経過するなど、長期のリードタイムと多額の先行投資が必要となる

ということが、ＬＮＧプロジェクトの事業リスクの特徴でございます。 

 スライド８をごらんください。次に、一昨年来の油価の大幅な下落を受けた当社の取り組みに

ついてご説明申し上げます。現在の低油価の状況がしばらく継続する可能性を視野に入れつつ、

成長の柱でありますイクシスＬＮＧプロジェクト等の開発については最大限効率化しつつ、確実

に推進すると。その他の投資につきましては、スケジュールやコストを最適化するという努力を

しております。 

それから探鉱活動につきましては、厳選してこれを進めるということ。それから生産プロジェ

クトにつきましては、運営効率性を高める、具体的には操業費をカットしていくというようなこ

とで、これらを主要な施策といたしまして投資額の縮減を行いつつ、低油価水準でも安定した収

益が得られる強靭な体質を構築する方針でございますし、それに取り組んでおるところでござい

ます。 

 また、かかる投資節減の取り組みや財務の健全性、今後の事業成長性等の評価によりまして、

主要格付け３社から、現時点でＡ格の評価を得ております。 

 最後、スライド９でございます。当社は、石油・天然ガス開発の中核的企業といたしまして、

2008年の発足以来、着実に成長を続け、昨今の資源価格の低迷下にありましても最大限の経営効

率化を図りつつ、着実に主要プロジェクトを推進しております。 

しかしながら、今後、投資の継続的な実施によるさらなる事業展開、これに当たりましては、

ＪＯＧＭＥＣによる出資、債務保証制度といった資金面での拡充強化に加えまして、技術力の向

上、幅広い人材の確保、育成の面でもご支援、ご協力を期待しているところでございます。また

政府には、エネルギー自主開発目標の達成に向け、引き続き強力な資源外交の展開をお願いいた

したいというふうに思います。 

 私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。 

○橘川分科会長 

ありがとうございました。 

それでは引き続きまして、資料７に基づいて、柳井委員に三菱商事についての説明をお願いし
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たいと思います。 

○柳井委員 

 三菱商事の柳井でございます。私どもの資料は簡単で、２枚の資料をもとにご説明させていた

だきます。必ずしもちょっと資料には沿っていないところもあるかもしれませんけど、ご容赦く

ださい。 

 今回、我々が手がけておりますドンギスノロプロジェクトというものが、資源確保の取り組み

としては非常にユニークであるのかなと思いまして取り上げさせていただきました。 

私ども三菱商事は、ブルネイ、マレーシア、豪州などで歴史的には数多くのＬＮＧプロジェク

トに参加しておりますけれども、ここでご紹介しますのは、そうしたメジャーと組んだような通

常の大型プロジェクト、これは700万トンから1,000万トンとかいう規模でございますけれども、

そういうのとは異なりまして、200万トンというＬＮＧとしては超小型のプロジェクトでありま

す。 

場所は、この地図にありますように、インドネシア東部のスラウェシ島という発展途上の地域

にありまして、ここで特徴的なことは、この紙の一番上に書きましたように、オイルメジャーの

参画なしにアジアのパートナーだけで開発・操業を行う初めてのプロジェクトであるということ

でございます。 

具体的にはこの真ん中の赤線で囲ってあるところにありますけれども、三菱商事が約45％で、

プロジェクト、これはドライバーズシートに座ります。それから韓国のガス公社のＫＯＧＡＳが

15％、インドネシアのＰＥＲＴＡＭＩＮＡと、インドネシアの開発会社でありますＭＥＤＣＯ社

が、それぞれ29％と11％という内訳であります。 

三菱商事とＫＯＧＡＳは、このＬＮＧプロジェクトの上流にも、上のほうに書いてありますと

ころですね、参加しております。青の線で囲った部分です。そして、そのＬＮＧは下の矢印のよ

うに、中部電力、ＫＯＧＡＳ、九州電力というふうに日韓に納入されております。 

このドンギスノロプロジェクトは2011年に投資決定されまして、昨年８月に最初のカーゴが出

荷されましたけれども、ここに至るまでには大変なハードルが幾つもございました。 

 ３ページ目の上に移りますけれども、その１つがインドネシア国内の政争に巻き込まれたとい

うことなんです。人口が急増して急速な発展を遂げつつあったインドネシアでは、国内の原油生

産量が減少してまいりましたことから準原油輸入国になったわけですが、貴重な国内の資源を輸

出に回す、それは何事であるかというような議論が政治の中で起こりまして、プロジェクト自体

を国益に反するものであるというような主張がなされました。 

これに対しまして我々が説得材料に使ったのは、我々がやっております東ジャワで展開してお
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りますカンギアンという天然ガス開発プロジェクト、これが全てインドネシア国内向け、つまり

スラバヤという人口密集地の需要に向けられたもので、結果的に我々は、需要のあるところでは

インドネシアの国内供給を行い、需要のないインドネシアの過疎地では天然ガスは液化して付加

価値を増して、インドネシアはお金でもって稼いでくださいなと、輸出してくださいなというロ

ジックで攻めたわけであります。また、このスラウェシでは、インドネシアが主張するように、

新たなアンモニアのプロジェクト、プラント、また電力へも一部ガスを供給することにしており

ます。 

インドネシア政府は一時、輸出認可に向けて全ての事務手続を停止いたしました。そのときに、

日本の外務省、すなわち現地の日本大使館のお力などもお借りしながら、内閣メンバーへの政治

的な働きかけなどを粘り強く大使に続けていただいた結果、輸出許可も獲得いたしました。 

このようにＬＮＧプロジェクトを立ち上げる場合には、必ず現地政府、もしくは住民と納得ず

くで進めねばならず、輸出許可を得た後も、三菱商事の社員が多数スラウェシ島に赴いて、現地

の住民との折衝を重ねてまいりました。 

このプロジェクトを立ち上げたことで得られた果実というのは、オペレーターシップを得たと

いうことにより、これまで踏み込んだことのない領域に入って、ＬＮＧの上流、中流の知見を深

めたということであります。立ち上げ時には我が社の社員20人が現地に張りつき、ＥＰＣとのす

り合わせ、政府、住民との折衝などに対応いたしました。このことにより人材が育ち、ＬＮＧプ

ロジェクトに対する目利き力が増したと考えております。 

こうした難易度の高いプロジェクトを立ち上げるには、ＪＢＩＣを主体とするプロジェクトフ

ァイナンスの組成や、また先ほども触れましたような政府のサポートというものが不可欠であり

ます。資源が絡んでまいりますと、必ず産ガス国との政府トップレベルでの意思疎通が必要とな

ってまいります。したがいまして、国とプロジェクトを進める民間との連携というものが極めて

重要であるということを改めてお伝えいたしたいと思った次第でございます。 

 私からは以上でございます。 

○橘川分科会長 

ありがとうございました。 

それでは最後に、資料８に基づきまして、大井委員から日本鉱業協会についての説明をお願い

いたします。 

○大井委員 

大井でございます。それではお手元の資料８、題名が鉱物資源の安定供給における非鉄企業の

重要性ということになっておりますけれども、めくっていただきますと、目次にありますとおり、
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我が非鉄金属企業の役割は何なのか、それから我々による資源開発の取り組みの実態、あるいは

資源開発が抱える課題、そして最後に資源政策の要望ということで、改めてポイントをご説明申

し上げたいと思います。 

まず３ページ目の我が非鉄金属企業の役割であります。 

我が国の非鉄金属企業は、そこにありますように、世界に類を見ないということで、大体、非

鉄のメジャーは資源開発、鉱物開発、鉱山開発に特化しているというのがおおよそでありますけ

れども、我が国はそもそもが国内鉱山の開発に出発して、その後、製錬事業、また幾多の歴史の

中で経営の安定化も含めて種々多角化、特に金属を使った下流事業、ダウンストリーム展開等々

を行って、今日に至っていると。 

近年では、さらにここにリサイクル事業も加わって、まさに上、中、下流までのある種のイン

テグレーテッド、あるいはサプライチェーンを形成するような業態で発展してきておりまして、

広く我が国の産業界に発展してきたのではないかというふうに考えております。 

とりわけ最近の事例でありますスマートフォンに代表されますけれども、日本の競争力強化に

当たって、海外がなかなかまねできない。分解しても、部品のあるところまではつくれるけれど

も、最終的な機能は出せない。それはやはり高品質の素材を使った部品であるがゆえにというと

ころで、日本の競争力が保たれていると。 

これがこれからも望まれるところでありますし、そこに３ポツございますけれども、１番目で

第４次産業革命、あるいはＩｏＴ等々で、これからますます多機能、高機能、そういう分野で銅

を初めとする非鉄金属素材が使われていくということへの安定供給面での貢献であります。 

また製錬技術を使って、環境・リサイクル事業、ここでも単に希少な金属を回収するだけでな

く、その工程を得て、環境問題にも貢献していると、このように自負している次第であります。

また、探鉱、あるいは採鉱技術の延長として、地熱発電等々にも取り組んでおります。  

次の４ページ目であります。これはもう先に資料２で課長のほうからも既に説明がありました

ように、我が国の鉱物資源は1960年代からだんだん埋蔵鉱量の涸渇、あるいは競争力の喪失等に

伴って、80年代にはおおむね閉山し、今ではほぼ100％を海外に依存しております。 

ただ、それを手をこまねいているわけにもいかないので、我が業界としては、特に70年代から

海外鉱山への進出を果たし、現時点では我々、権益を持っている、自山鉱と呼んでおりますけれ

ども、そうした海外の鉱山からの引取量が、全体輸入量の、銅の場合40％代、いろいろ取り組ん

でもまだ40％代、これをエクイティベースに引き直しますと、実際には30％そこそこではないか

と思われますが、これではなかなか先々の安定供給についてはやはり不安感はどうしても拭えな

いということであります。 
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次の５ページでありますけれども、特に2000年あるいは2004年以降でありますけれども、中国

の非鉄需要の急増とともに大変な資源獲得競争が激化し、それまで市場を寡占化しておりました

資源メジャーとの問題、あるいは資源保有国のナショナリズムの高揚、こういうこともあって、

単にマイノリティーだけではなくて、メジャーシェアホルダー、あるいはかなりのシグニフィカ

ントなかかわり方で資源開発に望まざるを得ない。こういう環境になってきておるわけです。 

ただ一方で、右に書いてありますように、鉱山開発は非常に難しくなってきております。ます

ます高いところ、あるいは奥地で、あるいは含有品位も低下する、人材確保も難しくなる、ある

いは地域の住民の環境問題等、いろいろ受け入れについて難しくなってきているということで、

鉱山開発コストの急増のみならず、リスクマネーが大変ふえてきているということであります。 

こういう中で、これも説明ありましたように、ＪＯＧＭＥＣさんや、ＪＢＩＣさん、あるいは

ＮＥＸＩさん等、いろいろ支援策も強化・拡充されてきましたけれども、まだまだこの鉱山開発

については、継続する以上、種々の課題を抱えているということであります。 

次に６ページでございます。これももう既に説明ありましたように、足元の急激な金属価格の

下落によりまして、資源メジャーですらこういう赤字体質に今、陥ったということで、ある意味

では、優良資産買収投資のチャンスでもあるということであります。 

それからページ７であります。一方で、我々国内企業も、自主努力によってコストの低減、あ

るいはその他の関連事業でこの開発事業を支えるべく努力をしてきておりますけれども、余りに

も急激な下落の中で、なかなかそうはいっても個別に、企業間には差がありますけれども、資金

余力が相当低下しているのも事実でありますし、この千載一遇の優良資産獲得というチャンスを

なかなか生かし切れない状況にもあります。 

ということで、一方で、先ほど申し上げましたけれども、今チャレンジしている既存鉱山の操

業コストの削減はもとより、長期的な視点での人材確保にも取り組んでいかざるを得ないという

状況にございます。 

最後の８ページ目でございますけれども、改めてまとめますと、国内産業発展に不可欠な金属

素材のサプライチェーン、これを担う本邦非鉄金属業界にとって、鉱物資源の安定供給確保が最

大の重要課題、これはある種ナショナルセキュリティとも言えるんではないかというふうに考え

ております。 

したがって足元のような、想定を超えるといいますか、大変な価格変動、むしろ下落が起きた

中、こういう中でときには優良資産の獲得、あるいは既存の、特に開発中の鉱山の操業コスト削

減を推進するということが目下の課題でありますし、このための合理化と自助努力は論をまちま

せんけれども、先ほど申し上げましたように急激な下落の対応にはおのずと限界もありますので、
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この点を考慮されて、何とぞご支援策の強化をお願いしたいと考えております。 

特に要望事項といたしましては、これまで拡充されてはきておりますけれども、リスクマネー

の供給方法として債務保証制度の拡充だとか、あるいはエクイティー、場合によっては開発途中

にあるプロジェクトについてのエクイティーのテークとかいうことも検討いただきたいと考えて

おりますし、一方で、どうしてもこういう苦しいときは探鉱費用を削減せざるを得ない、こうい

う局面にありますけれども、ＪＯＧＭＥＣさん等によってグリーンフィールド探鉱の推進をして

いただいて、成功の暁には民間と共有できるような制度の拡充だとか、当然のことながら資源外

交をさらに継続いただき、先ほど申し上げました人材育成の面でも何とぞご支援いただければと

このように考えている次第であります。 

○橘川分科会長 

ありがとうございました。 

それでは一通りプレゼンテーションはこれをもって終了させていただきまして、これから30分

弱ぐらいですかね、時間があると思いますので、皆さんからご質問、ご意見を賜りたいと思いま

す。発言ある方は名札を挙げてください。 

縄田委員、お願いします。 

○縄田委員 

東京大学の縄田です。お話を伺って、前回の資料でも示したとおり、今後も資源のボラティリ

ティが下がるということはないと思います。資料にもありましたが、石油で過不足といっても

200万バレル、全体の消費から見るとごくわずかな量なわけですね。すなわちこういった資源は

価格弾力性が非常に少なくても短期的には低いということは、今後何かまたボラティリティが高

くなるという状況が続くことは覚悟しないといけないと思います。 

ただし中長期的に見ると、上がったものは下がって、下がったものは上がると、当たり前のこ

とで、鉱山が救われて永久にやっていけるわけはありません。なので、一部資料の４等にありま

したように、例えば儲かっているときにその儲けを、資源確保が悪くなったときにできる減耗控

除制度等の柔軟な運用、これが中長期的なあれからは必要ではないかというのが第１点ですね。 

第２点としましてリスクマネーに関してですが、今、ＪＯＧＭＥＣの直接投資等がありました

が、今マイナス金利、柔軟ものでもマイナス金利になっている時代なので、適正なリターン、ロ

ーリスクとは言いませんが中リスクぐらいにして、情報が適正に開示されれば投資してもいい、

長期間投資してもいいという投資家はかなりいると思います。 

ＪＯＧＭＥＣの資料にもありましたが、そういった鉱山を適正に評価する、そういった役割が

よりリスクマネーを呼び込む、長期のリスクをとっていい、20年、30年にわたるリスクをとって
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いいという投資家を呼び込む方法じゃないかと考えます。 

以上です。 

○橘川分科会長 

木村委員、お願いいたします。 

○木村委員 

ありがとうございます。石油連盟会長の木村でございます。一言コメントさせていただきたい

と思います。石油の上流開発投資ということにつきましては、私ども石油連盟は、中下流部を担

っているということでありますけれども、石油精製元につきましても非常に重要な意味があると

いうふうに考えております。 

開発のいろんな意味の投資が停滞いたしますと、いずれ油価の高騰、乱高下といった問題につ

ながり、ひいては石油の安定供給確保に影響する可能性があるというふうに考えております。そ

ういう意味で政府のより積極的な支援や、資源外交の強化により、石油の安定供給を一層確実な

ものにするということは、私ども中下流部を含めた日本の石油産業全体の安定に寄与するという

ふうに考えているところでございます。 

また一方、私自身が会長を務めていますＪＸグループ、ＪＸホールディングスでありますけれ

ども、当社グループは、石油精製の中下流に加えまして、石油開発の上流分野、さらには銅の資

源開発、製錬事業の金属鉱山分野の事業をやっているということでありまして、そういう意味で

上流につきましては、石油の上流、銅の上流、さらには石炭という上流権益を持っているわけで

ありますけれども、そういう状況の中で、中下流を含めましたポートフォリオを掲揚しておりま

すが、そういう状況の中でもきょうの論点というのは、私どもがまさに直面している課題だとい

うふうに考えているところでございます。 

そういう意味で、ＪＯＧＭＥＣ、ＮＥＸＩ、ＪＢＩＣの活用、税制優遇措置といったいろんな

ツール、さらには、きょういろんな業界からいろんな要望があったわけでありますけれども、そ

ういう要素につきましては、最終的に各社の経営の安定に資するということでありますし、それ

がひいては石油の中下流を含むグループ全体の安定につながるということで、大いに期待してい

るということでございます。 

以上でございます。 

○橘川分科会長 

北村委員、お願いします。 

○北村委員 

ありがとうございます。財団法人石炭エネルギーセンター会長の北村でありますが、石炭につ
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いて申し上げたいと思います。石炭につきましては、これまで何度か、利用の面からクリーンコ

ールテクノロジーの重要性というのを申し上げてきたところでありますが、今回は資源開発当初

の課題ということでございますから、その観点から、総論的に１点と、各論２点ほど申し上げた

いと思うんですが。 

総論的に申し上げますと、今、皆様ご承知のように資源価格低下、それから需給が緩んでいる

ということでありますが、もちろん資源関連企業にとっては厳しいファクターであります。 

一方、資源輸入、国あるいは利用者にとっては悪いことではないんでありますけれども、でも

一番大事なことは、あくまで一時的といいますか、皆様よくご承知のようにサイクリカルなもの

だというふうに見るべきであって、ずっと緩みっぱなしはあり得ないわけでありますから、やは

り長期的な資源確保体制を絶対に緩めてはいけないと、軸をぶらさないということが最も重要だ

と思っています。 

とりわけ燃料資源たる石油、天然ガス、石炭、これはいずれもがそれぞれの資源特性に応じて、

長期的な確保体制を構築していくということが大事だと思っております。二人三脚ならぬ三人四

脚、これで日本のエネルギーを支えていく仕事だと思っております。 

石炭について２点申し上げたいと思います。１つは多角化、分散化というキーワードがどの資

源にもあるんでありますが、石油、ガスに比して賦存量が多い、地域的偏りが少ない、価格も低

廉かつ安定しているという石炭のメリットをご認識いただいていると思いますが、きょうの資料

にもありましたが、太平洋マーケットでは、豪州、インドネシアへの依存度が極めて大きいとい

うデータがありますが、もちろんこれらの国との信頼関係を維持していくということが大前提で

はございますが、これからは長期的に考えますと、パナマ運河の拡張を見据えた米国炭、あるい

は南米コロンビア炭、さらには新しい資源ポテンシャルが明らかになってきておりますモンゴル

炭、あるいはアフリカのモザンビーク炭、こういった新しい供給国のさらなる多角化を追求して

いくことが必要だと思っています。 

そしてこういう新たな国との関係構築に当たりましては、国の外交的、資金的支援の必要性と

いう、これは石油におきましても、ガスにおきましても変わらぬように、石炭についても大変重

要だと思っておりますので、よろしく政府においてお願いしたいと思います。 

もう１点、高品位炭と低品位炭というキーワードなんですが、先ほど資料説明にもございまし

たが、日本の輸入炭の多くが高品位炭でございます。高品位炭の継続確保が重要であるというこ

とはそのとおりでございますが、なぜ輸入において高品位炭が多いかといえば、それはカロリー

を運ぶのが目的だからであります。こういう発想から見ますと、低品位炭は水分が多い、褐炭は

半分が水でありますが、また揮発分も多くて自然発火しやすいために長距離輸送に向かないとい
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うことで、これらは山元利用に限られるものとこれまで考えられてきたわけであります。 

しかし新しい発想で見ますと、これをガス化すれば水素を初めとしたほかのエネルギー形態に

変換することができるわけでありまして、これは輸出入が可能になる、貿易が可能になる資源に

なるということであります。未利用の低品位炭の有効利用というのは、相手国側には新たな産業

創造というメリットがありますし、日本側にもクリーンな新しいエネルギー資源、これを得ると

いうメリットともなるわけであります。 

この石炭のガス化による水素製造などといった、まさに技術開発がこれから必要な部分であり

ますが、ぜひやるべきと考えています。気候変動対策の観点のみならず、資源制約を緩和すると

いう観点からも本気で取り組むべきと思っておりますので、国の支援をこれからもよろしくお願

いしたいと思います。 

以上申し上げました。 

○橘川分科会長 

平川委員、お願いします。 

○平川委員 

労働組合の平川でございます。石油・天然ガスに関して、数点意見を申し述べさせていただき

ます。私たちの組合の連合会にも上流系の組合が加入しておりまして、その職場の働く人から、

最近は環境の変化への戸惑いであるとか、あるいは将来の不安という声も聞こえてきております。 

そういう中で強靭な体制を構築していくために、リスクマネー支援の強化はもとより、開発促

進税制につきましては、石油鉱業連盟さんも維持拡充という要望が先ほどの説明にございました

けど、さらに強靭な体制を構築するという点においては、税制の本則化、あるいは恒久化が必要

になっているんではないかなというふうに考えております。 

次に、中長期的に必要な探鉱・開発の停滞を避ける、このテーマにつきましては、開発事業の

安定的な継続が、働く者の安心感、あるいは働き甲斐にもつながっているという観点から、権益

の獲得に向けては、ある種の指標みたいなものを掲げていくべきではないかなというふうに思い

ます。 

まずは現状の自主開発比率を低下させないために、どの時期にどの程度の権益が必要なのか、

こういう観点が必要であり、さらにはこれ以上にふやしていくためには、どういう案件、あるい

はその時期が必要かというところが話し合いの中で、特に民間企業と国との間でよく話し合って、

共有化して、政策資源を集中していくということが必要ではないかというふうに思います。 

最後に、海外で開発事業を進めていくためには技術力と人材が必要だというふうになります。

先ほど、天然ガス鉱業会の皆さんからのプレゼンもございましたが、その現場の技術力、あるい
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は人材育成の基盤整備につきましては、国内開発事業も重要であるということがこれまでも確認

をされてきたと思います。これにつきましても民間企業と国との対話の中で、必要な技術力と人

材育成について、ぜひ体系化できるものであれば体系化していただいて、それを共有化して、そ

のために必要な国内開発事業については政策として進めていくという考え方も必要ではないかと

思ったところでございます。 

以上でございます。 

○橘川分科会長 

柳井委員、お願いします。 

○柳井委員 

資源開発投資の課題についてということで幾つか申し上げたいと思います。まず、一般論に近

いかもしれないんですけれども、今、原油価格が低迷していて、今が買い時という議論が非常に

よくあるんですけれども、実際問題なかなかいい案件にありつけない。これは先物が高いという

こともあるんでしょうけれども、そこら辺でなかなかいいものをぱっとつかめる状況にはないん

ですけれども、そういう状況にあるということは間違いないと思います。 

そういう状況では、これは日本の石油開発業界として、総合力、それから結束力といったもの

が試される時期ではないかなと感じておりますので、過去、ＪＯＧＭＥＣを初めとしていろいろ

なご支援をいただいておりますけれども、こうした時期に改めて共用の形を考えることが大切だ

と思います。これはちょっと一般論でありますけれども。 

課題としまして３点ほど申し上げたいと思います。まず最初は、投資採算の見方についてなん

ですけれども、これはちょっとぼやきというか、ひとり言みたいになっちゃうかもしれないんで

すけれども、昨今この減損の考え方というのが資源業界にも浸透しておりまして、投資判断にも

影響している局面が出てきております。 

減損処理自体というのは、これは間違ってはいないと思っておりますけれども、長期的な取り

組みが求められる資源開発事業の投資とか、資源確保、こういった観点においては、将来の期待

収益を現在価値に大変なインタレストレートで割り戻して、それで判断したり、投資リターンだ

けで考えてよいのかという問題があります。 

事業のリードタイムがまずまず長くなってきている中で、この投資決定における経済性という

ものが投資決定時点からの、最初の時点からのフォワードルッキングで見ないと立ち上げられな

い事業も多く出ているのも事実であります。つまり言いかえれば、いいのがあるからＦＩＤしま

すと、我々が。そうすると、もうＦＩＤの時点で減損が出ちゃうと、こういうような状況にある

わけです。 
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これは、事業参入時の探鉱・開発時点まで立ち戻って経済性を見るという制度となっておりま

して、この事業参入時まで割り戻して、現在価値や投資採算を見るというシステムを採用してい

ることに問題があるのかと思っております。今、じゃ、どうしていただきたいということではな

いんですけれども、ぜひここら辺は国としても頭の片隅に入れておいていただきたいなと思いま

す。 

それから２点目は、資源同士を活性化させるためのインセンティブなんですけれども、資源投

資というのは、投資規模や長期的取り組みが必要になってくるという性質から、民間企業もかな

り大きなリスクを負っての取り組みとなっております。今後、資源獲得に向けた投資を活性化さ

せていくためには、インセンティブ面というものも整備的に検討していただけるとありがたいと

思っております。例えばですけれども、石油開発事業に対する税制面での減免措置、優遇という

ものもその一つではないかと思います。 

最後に、ＪＯＧＭＥＣさんにお求めしたい役割、技術力というところなんですけれども、この

油価の低迷、それから各企業とも業容縮小ということにどうしてもなってまいります。聖域なき

リストラとか、そういうことになってくるわけですけれども、石油開発会社各社が抱えていた本

社の技術センターのようなものの規模を縮小するというような話も残念ながら出てくる傾向があ

るかと思います。 

ＪＯＧＭＥＣさんには、国として民間の利益を超えたところで、日本が長期的に維持・成長さ

せるべき開発技術とか、基礎研究を進めていただくといった役割をお願いしたいと思っておりま

す。例えば新たな石油開発技術の研究や、新たな資源の探査といったものは、民間レベルでゼロ

から今の時点で始まるということはかなりの負担になります。 

そうした技術力を向上させて、またいつかの時点で民間に還元させていただくような役割を担

っていっていただければなという気持ちを持っております。例えば、将来、民間への技術提供と

いう形とか、一時的な人員派遣とか、こういったアプリケーションについては別途検討が必要だ

とは思いますけれども、この技術力を還元していただくというような機会を与えていただければ

なと思う次第であります。 

以上であります。 

○橘川分科会長 

豊田委員、お願いします。 

○豊田委員 

ありがとうございます。まず初めに自主開発原油のご説明がございましたけれども、2030年、

40％というのは大変結構だと思うんですが、過去40年で自主開発比率は16％上がっていて、2030
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年までというとあと15年しかないんですけど、16％上げるというのが目標であるということは大

歓迎なんですけれども、ここにいる皆さんで野心度をまず共有するべきじゃないかと。２倍以上

のスピードで比率を上げなきゃいけないということだと思います。 

まさにこれが総論なんですけれども、そういう観点からきょういろいろ具体的なお話を伺って、

とりわけＪＯＧＭＥＣさんへの期待が非常に大きいというのはもう共有されたんじゃないかと思

います。お話しいただいたことは繰り返しませんけど、１点、中核企業支援との関係かもしれま

せんけれども、買収という形の行為が大分行われているわけですけれども、ＪＯＧＭＥＣさんも

先ほど黒木理事長のほうから、情報収集していますというお話いただきましたけれども、やっぱ

り大規模な資金供給によって買収を支援するような、そういう仕組みも何とかご検討いただいた

らいかがかなと。まさに皆さんおっしゃるように、チャンスなんだけれども、リスクも大きいと

いうこのときに、もう少し新しい仕組みもしっかりと拡充していただいたらどうかなと。法改正

が要るんであればそれも考えていただいたらいかがかという気がします。 

２つ目は資源外交なんですけれども、柳井委員からいろいろ難しさも伺いました。資源開発の

難しさもあると思いますし、今、イランに入っていこうとすると、サウジが何て言うかしらとい

う、この微妙なバランスの議論もございますし、まさに賢い資源外交が必要だと思います。習近

平さんが２月ですかイランに行って、兆単位の大型ディールをしたときも、先にサウジに行って、

その後、イランに行っているという、この手のものをやっていただく必要があるだろうと。権益

という意味ではアブダビが非常に重要ですから、このあたりのバランスをうまく見ながらやって

いただくというのが外交という意味での１点です。 

それからもう一つは、前回も申し上げたんですけれども、資源、資源というよりも、相手国の

経済の多角化をちゃんと支援するという視点ですね、これが非常に重要なんじゃないかと思いま

す。まさに資源エネルギー庁が通政局と一緒になって、より広い視野で資源外交を考えていただ

く必要があるんじゃないかと思います。 

先ほどの北村委員がおっしゃっていた石炭の水素化、水素については石炭のみならず、産油国

もやがてはその時代が来るかしらということで、石油からもガスからも水素化を考えていないわ

けではないわけで、こういったことを一緒に研究開発するというのも資源外交の一環ではないか

というふうに思います。 

最後は、半分質問、半分コメントなんですけれども、中東でも中国でも、講演などをしている

と質問に必ずあるのが、メタンハイドレートはいかがでしょうということを聞かれまして、最近

はそれを専門に研究している学者も中東におられるぐらいでして、メタンハイドレートについて、

状況がどうなっているのかも伺いたいんですが。それが質問なんですが、このメタンハイドレー



32 

 

トをうまく使っていくというのも非常に重要な牽制力になるということではないかと思います。

利権を確保という意味も含めて、やはり日本側にもいろんなものがあるというのを見せておく。 

きょうは国内の石油、ガスの開発のお話も大変興味深く伺いましたけれども、メタンハイドレ

ートというのは、埋蔵量は物すごく大きいということになっていますので、ここをうまく外へ示

していくことも重要じゃないかという気がいたします。 

以上でございます。 

○橘川分科会長 

蟹沢代理、お願いいたします。 

○尾崎委員（蟹沢代理） 

都市ガス事業者として簡単に一言コメントを申し上げたいと存じます。前回の分科会でも申し

上げましたけれども、ガス業界は、安定的かつ低廉なＬＮＧ調達のために、調達先や契約形態の

多様化に加えまして、上流の資源開発投資への参画にも取り組んでいるという状況でございます。

改めまして経済産業省を初めといたします関連省庁のご支援に対しまして感謝を申し上げるとと

もに、本日もご説明ありましたような各種の政策支援ツールも含めて、引き続き天然ガスの上流

資源政策へのご支援をお願いしたいと存じます。 

さらにまた、これも前回申し上げたんですけれども、きょうのテーマよりもむしろ次回のテー

マなのかもしれませんけれども、調達したＬＮＧをいかに流通を向上させていくかということが

大きな課題かというふうに考えておりまして、そのためには、まず需要の喚起というのが非常に

大事だと。そしてそれを支えるための国内のインフラの整備が必要不可欠だなというふうに考え

ているところであります。 

すなわち天然ガスシフトや、国土強靭化の観点からも、コージェネ等の分散型エネルギーシス

テムの推進、あるいは輸送用のＬＮＧ需要の開拓・拡大、そしてまた内陸型も含めた天然ガス火

力発電の立地といった大型の需要を発生させて、そしてそれに対してパイプラインを新規に敷設

するというようなことを通じて、国内のガスパイプラインの整備を図っていくといった、いわば

循環を形成することが必要不可欠ではないかというふうに考えているところであります。 

こうした点について格段の政策的な支援を、特にここにフォーカスをして、していただくとあ

りがたいなというふうに考えております。 

以上です。 

○橘川分科会長 

どうもありがとうございます。 

ちょっと私からも意見を述べさせていただきます。このように油価が下がってきたときの上流
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問題、私この世界にかかわらせていただいた21世紀の世紀転換点のことがそうだったわけですけ

れども、非常にもう原油価格が下がっていてコモディティー化していると、市場が使えるという

ことで、私は、個人的意見ですけれども、２つ大きな失敗をしたと思っています。 

１つはアラビア石油のサウジの事件を、鉄道の問題でそのお金が出せないということで結局失

うことになった。そしてもう一つは、ＪＯＧＭＥＣにつながるわけですけれども、石油公団を解

散してしまったということ。 

ＪＯＧＭＥＣの方、頑張られていますけれども、やっぱり独立行政法人という枠組みだと、リ

スクマネーの供給に私は率直に言って限界があるんじゃないかと思います。ずっと評価委員会と

かに携わらせていただきましたけど、総務省が見ることは、いかに節約しているのかだとか、コ

スト削減のことばっかり言いますけど、本来の原理的に矛盾するような要求が、独立行政法人と

いう枠組みだとかかっちゃったりなんかするわけでありまして、先ほど豊田委員が言われたまさ

に野心度ということを考えたら、この際、絶対に十数年前の失敗を繰り返してはいけないと。だ

からリスクマネーを減らすなんてことはとんでもないと。 

ただし、そのためにはもっと踏み込んだ、法律を変えるような変化も必要なんじゃないかと。

ＪＯＧＭＥＣ、独立行政法人のままでいいのか。それからきょうＩＮＰＥＸの方が上流専業のト

ップクラスを目指すと言われていましたけれども、やはり日本の技術者を考えるならば、今まで

はＩＮＰＥＸ、ＪＡＰＥＸが分かれてやってきたというのは、私はそれで合理的だったと思いま

すけれども、そろそろその辺のところの技術者の統合、さらにはＪＯＧＭＥＣの上流の技術者ま

で一体となって運営できるような仕組みを考えたらどうか。 

あるいは、定光さんの14ページの表に、石油のところに元売各社、結構、上流に展開していま

すけれども、ポートフォリオ交換等々をやって、下流のところでは再編が進んできているわけで

すけれども、それを統合していくというようなこと。 

これは例えば石炭なんかについても、ＪＸも、出光も、オーストラリアにいずれも1,000万ト

ン体制の石炭を持っているわけですから、そこら辺をうまく統合していくと非常に、ある意味で

日本が世界と戦える体制ができ上がるんじゃないかと。野心度ということを言うのであれば、そ

れぐらいの一歩踏み込んだ上流政策を考えていくという、そういうタイミングに来ているのでは

ないかと思います。以上です。 

それでは、定光さんから、上流から簡単に一言ずつお願いいたします。 

○定光石油・天然ガス課長 

 いろいろ貴重な問題提起をいただきましてありがとうございました。野心度という大事なご指

摘いただいたと思います。いろんな既存のツールをまさにもう一回総点検しながら、産業構造も
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含めてよく考え直していく時期であるというふうに、重たく、貴重なご意見として受けとめたい

と思います。 

 それからあとメタンハイドレートについてのご質問がありました。これにつきましては、現在、

メタンハイドレートの、主として太平洋側、砂層型といっていますけれども、今、開発実証プロ

ジェクトを進めているということでございます。 

ゴールとしては平成30年代後半、ですので今からまだ10年少しの期間の間に、商業化につなが

るプロジェクトを立ち上げていこうということを目標に、まずはこれは海底の中に高温高圧で埋

もれているいわゆる天然ガスのハイドレートを、どうやってコストがきっちり経済的に見合うよ

うな形で、なおかつ安定的に、自噴しないものですから、そこを圧を抜いて安定的にちゃんと出

続けると。それが普通の天然ガスよりも遜色のない値段でという条件をクリアする。 

これは相当大きなハードルではあるんですけれども、日本近海にはかなりの量の資源が眠って

いる、大きなポテンシャルがある資源だと思っていますので、なおかつこれを日本が進めていく

ということそのものが、日本のいろんな資源外交の大きな交渉材料にもなっていくということは

我々もよく認識しておりますので、これはしっかり研究開発を進めていきたいと思っています。 

それから日本海側につきましても、メタンハイドレート、表層型といっていますけれども、埋

まっているということも最近明らかになっていまして、こちらにつきましてはまだ具体的なプロ

ジェクトに入る前の埋蔵量調査というのを今、進めているところでして、３カ年の埋蔵量調査の

最終ステージで、専門家の検証を得て、ことしの恐らく春、夏ぐらいには、どれぐらいポテンシ

ャルがあるのかというのを公表させていただけるような段階に来ているところでございます。 

○橘川分科会長 

覚道課長、お願いいたします。 

○覚道石炭課長 

北村委員から石炭については個別に２点お話をいただきました。まず調達先の多角化というこ

とで、委員がおっしゃられましたように、まずはオーストラリア、インドネシアといったところ

が非常に重要なわけですけれども、そこばかりに過度に依存するということにならないように、

ある程度の多角化を進めるということで、名前が挙がっていたような、原料炭についていえばモ

ザンビークですとか、あるいはモンゴルでも原料炭、あるいはその他の石炭、あるいはコロンビ

アといったようなところについても、いろんな政策対話ですとか、あるいはＪＯＧＭＥＣとか、

ＪＣＯＡＬが持っているようないろんなツール等々を活用して、関係を深めていきたいというふ

うに考えております。 

また、２点目の低品位炭、海外で主に褐炭からガス化をして水素を製造して、それを日本に供
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給してくるという新たな形ということですけれども、水素については、水素の利用から流通等々

に至るまで、これは省エネ・新エネ部のほうでも水素全体の戦略について今、議論、フォローア

ップ等々をしているところでありまして、そちらともよく連携をしながら、やはり日本で見た場

合には、まさにＣＯ２対策にもなるクリーンなエネルギー源としていかに活用していくかという

ところが重要かと思いますので、そういう観点で海外でのガス化した水素をどう活用していくの

かというところについても、関係部局とよく連携をしながら検討を深めていきたいというふうに

考えております。 

○橘川分科会長 

萩原課長、お願いします。 

○萩原鉱物資源課長 

ありがとうございます。税制について幾つかコメントがございました。実は資源開発促進税制

というのは２種類ございまして、海外投資損失準備金制度、これは昭和39年に創設でございまし

て、減耗控除制度、先ほど縄田委員からのご指摘もございましたが、これは昭和40年生まれとい

うことで、ここに並んでいる課長連中よりも年が上でございます。 

そういう税制が、毎年２年、３年でずっと延長しておりまして、昨年末の税制改正要望の中で

は、先ほどご指摘のあった減耗控除につきましては、収益の50％、または売り上げの12％を積み

立てて、使える期間は３年から５年ということで、延長期間を延ばしたという拡充はしたんです

が、縄田先生ご指摘のように、実はこれ探鉱活動に限定されているということがございまして、

先ほどのご指摘は、もうちょっと柔軟に使えるようにしろというご指摘だと思いますが、ちょっ

とこれは非常に大きな宿題ではございますけど、中で検討したいというふうに思っております。 

それから大井会長のほうからもいろいろな支援策についてのご指摘がございましたので、重く

受けとめまして、中の検討で、できるものは早く実行に移したいと思いますし、今後、私どもの

ほうでは、先ほど来出ていますけど鉱種ごとに事情が違うという状況がございまして、会社ごと

の戦略もばらばらというのが金属の性でございますものですから、会社ごとに戦略をよくお聞き

して、今の既存の制度で十分か不十分かというところをメニュー化したいというふうに考えてお

りますので、今後の審議会の場でそういった検討の結果をご披露できればというふうに考えてお

ります。 

以上でございます。 

○橘川分科会長 

家守委員、お願いいたします。 

○家守委員 
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申しわけございません。１点だけ問題提起させていただきたいんですけれども、それは人材育

成なんですね。この人材育成というのは、大学教育における冶金学とか、資源工学とかいう話で

はなくて、私自身の問題提起は、1,000億円以上の非常に大きな国際的なプロジェクトをマネー

ジできる日本人がほとんどいないんじゃないかというふうに思っていることなんです。 

石油・天然ガスのほうの大きなプロジェクトでは、これはエンジニアリング会社に基本的に設

計のところなんか、製造、コンストラクションなんかも全部丸投げするんですね。そういう意味

でＥＰＣ契約になっているんですけれども、私どもの非鉄業界ですと、鉱山にしてみても、金属

製錬のプラントにしてみても、ＥＰＣＭでしか受けてくれないんですね。 

ということは、会社の人間が彼らを束ねて、本当に技術的に問題ないのか、あるいは金額もお

かしくないのか、これを全部マネージする必要があるんですけれども、これができる人間がほと

んどいないということなんですね。 

それで大きなプロジェクトが進んだときに、先ほど減損という話も出たんですけれども、海外

で見ても、大きな施設プラントでは数千億円規模の減損をたくさんやっています。ということは、

なかなか今までのやり方が、日本人に対するだけでなくて、海外の会社に対しても機能していな

いということがあって、これが、プロジェクトコストが上がっていっている。したがって費用の

回収もできないというところにつながっていっていますので、やはり日本としては、こういう大

きなプロジェクトをリードできる人間をいかにつくっていくかということが大事だと思います。 

○橘川分科会長 

黒木委員、お願いします。 

○黒木委員 

先ほどからＪＯＧＭＥＣへの期待がたくさんあることはよく承知させていただきました。私も

今、委員長からありましたように、国の執行機関であると同時に、独立行政法人というふうな立

場でございますが、今までありました大きな主要な話の中で、幾つかについて私の意見を述べさ

せていただきたいと思います。 

１つは技術関係でございます。技術関係につきましては、石油の技術は、やはりメジャーは相

当オープンイノベーションといいますか、いわゆるコラボレーション、大学との関係でもありま

すし、それから他産業との関係でもありますし、それから皆さんご存じのとおり技術が相当専門

化していっていますので、サービス会社、ないしはその下のコントラクター、いろんなところと

の関係でオープンイノベーションで伸びてきていると。そういう意味で、石油の技術というのは

結構、私自身はオープンだなというふうに思っています。 

そんな中で、ＪＯＧＭＥＣもＴＲＣにテクニカルセンターを持っておりましてやっております
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けれども、やはり一つの弱みは、どこまで現場のことを知っているかというと、自分でオペレー

ターはやっていないわけでございますので、そういう意味で、これは各社さんとのお話なんです

けれども、やはり各社さんの現場のいろんなノウハウ、それから私どもがやっている、どちらか

といいますと基礎研究であり、それからほかの産業との間をつなぐという役目、これをやはりも

う少しやっていかないと、なかなかメジャーのレベルに勝ち得るかというと、これは距離がある

なというのが非常に実感しているところでありますので、そういうところはもう少し深く進めて

いきたいというふうに思っています。 

 それからもう一つでございますが、買収の情報でございますけれども、いろんな売り物がある

ものは、我々としても海外事務所等々を通じて、それはいろいろ今キャッチしているところでご

ざいます。これまでいろんな意見がございましたように、やはりその中でどうやって目利き力を

つけていくかという、それが２つ目のやはり我々重要な視点だというふうに思っていまして、過

去のプロジェクトの中から反省するべきものは反省し、それから今ある、いろんな案件、出てい

るものの中を本当にどう評価できるのか。それをどういうふうに客観的に見てお話しできるのか

というようなところが、もう一つの我々の視点として重要なところだというふうに思っています。 

 リスクマネー等につきましては、予算の話もございますし、それから各社さんが具体的にどう

いうふうな案件だというやや具体的な話になってきますので、これは各社さんのご意見をきょう

いただいた上で、また経産省さんとよくご相談をさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

 簡単でございますが。 

○橘川分科会長 

それでは最後に、全体のまとめ及び今後のスケジュールについて、風木政策課長にお話をいた

だきたいと思います。 

○風木資源・燃料部政策課長 

 それでは資料９をごらんいただければと思います。ちょうどお時間もまいりましたので、全体

の取りまとめと、今後のスケジュールについてお話しさせていただきたいと思います。 

 前回のこの参考資料についていました15の論点につきまして、２月16日にご議論いただきまし

て、きょうは資源開発政策についてプレゼンテーション及び各コメント、非常に貴重なコメント

を数々いただきましてありがとうございます。 

非常に多くのキーワーズが出てきたと思います。低資源価格、ボラティリティの高い中でどう

安定供給を確保していくか。優良資産、企業買収をどう図っていくか。それから国の支援、リス

クマネー強化をどうやっていくか。あるいは資源外交をどうやっていくか。それから人材、これ
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はかなり強調されておりました。オペレーター力、現場力、それからマネージ力、目利き、それ

からメジャーと比肩する中核企業のあり方。こうした人材の論点。それから技術開発の論点。こ

うした、これに尽きないんですけれども、数々の論点が出ておりまして、我々これをしっかり受

けとめて整理をしてやっていきたいと思っております。 

 今後のスケジュールなんですが、第17回のところに５月Ｐと書いてあります。これは前回のス

ケジュールの際に、かなり論点を絞ってワーキンググループを２回やるという話でお話をしたと

ころでございました。その後、各委員の方々のご意見や、１回目にあったいろんな包括的な意見、

それから今の上流の状況などを踏まえまして、やはりまとめて１回議論してはどうかということ

で、きょう特に橘川先生からもありましたけれども、中下流とも重なってくるような論点がござ

いますので、第17回の会は、ここに挙げております５つの論点等々ありまして、広くまたやって

いきたいと。前回、それから今回の意見を受けとめてかなり整理していくということであります。 

 さらにはもう一つ申し上げたいのは、５月に入りますと、１日、２日とＧ７のエネルギー大臣

会合がことし主催国としてございます。それから５月26日、27日には伊勢志摩サミット、ことし

日本が議長国でございます。こうした外交日程との関係でも、我々として国外、国内に向けたい

ろんな発信をしていくことになると思います。そういうものも並んだ形で、この分科会を進めて

いくべきだということでございまして、そういう日程もにらみながら委員の方々との日程調整を

させていただければと思っております。 

したがって今後、日程調整するということで、議題の候補といたしましては、きょう挙げてい

ただいた論点、それから国内資源開発、さらには、きょうまさに蟹沢代理のほうからありました

流動性の高いＬＮＧ市場、これシステム小委員会でもちょうど同じ議論が並んで進んでおります

ので、こことの連携をとりながらの議論。さらには石油産業の中下流生産性向上の問題、それか

らワーキングでやっていますＬＰガスの取引適正化、こういうものも全体をにらみながら５月に

やり、その後の進捗によりまして、さらに６月に中間的な取りまとめができればと、こういう今

イメージで進めさせていただければと思っております。  

 ありがとうございます。 

 

２．閉会 

○橘川分科会長 

 どうもありがとうございました。 

何か会議の数は減ったみたいですけど、その分、５月の会議のほうが非常に盛りだくさんにな

ったなと、こういう印象だと思います。 
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本日は、貴重なご意見を賜りましてどうもありがとうございました。以上をもちまして本日の

資源・燃料分科会を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 

－了－ 

 


